
平成 26 年 5 月 13 日 

「食の安心ポイントセミナー」の開催について 

西日本シティ銀行（頭取 久保田 勇夫）は、食品業界の事業者様を対象とした「食の安心ポイン

トセミナー」を下記のとおり開催しますのでお知らせいたします。 

昨今発生したホテル・百貨店等でのメニュー表示問題等を背景に、食品業界においては適切な食

品表示によって消費者に安心・安全な商品選択機会を提供することがより一層求められています。 

本セミナーでは、メニュー・料理等の食品表示について、消費者庁が示した Q&A を中心に、新

食品表示制度（平成 25 年 6 月公布「食品表示法」）等、食品業界に求められる対応の変化や食を取

り巻く法律の留意点等について解説いたします。 

記 

■「食の安心ポイントセミナー」概要 

開催日時 平成 26 年 6 月 3 日（火）13：30～16：30（13：00 受付開始） 

会 場 博多リバレイン 博多座・西銀ビル 13 階 （福岡市博多区下川端町 2 番 1 号） 

プログラム 

第 1 部 
13：40～14：30 

（50分） 

食品表示制度の動向とポイント 
～今後の食品企業の役割とあり方～ 
【講師：株式会社トーホービジネスサービス／品質保証部】 

第 2 部 
14：35～15：05 

（30分） 

異物混入対策の新方程式 
～意外と知られていない X 線異物検出器の弱点～ 
【講師：株式会社アンリツ産機システム】 

第 3 部 
15：20～15：50 

（30分） 

起きてからでは手遅れです！ 
～法的観点からの異物混入対策～ 
【講師：株式会社トーホービジネスサービス／総務部法務グループ】

第 4 部 
15：55～16：10 

（15分） 

教育のオペレーション（施行）ポイント 
～実効教育の進め方～ 
【講師：株式会社トーホービジネスサービス／営業部】 

参加対象 食品製造業、食品卸・小売、外食産業者等 

定 員 100 名（先着順） 

参 加 費 無料 

申込方法 
参加申込書を下記まで FAX または郵送にてご提出ください。 

申込受付後、受講票を送付いたします。 

申込締切 平成 26 年 5 月 30 日（金）（締切前でも定員に達し次第、受付終了となります） 

主 催 
西日本シティ銀行、株式会社 NCB リサーチ&コンサルティング、 

株式会社トーホービジネスサービス 

以 上 

 

 
本件に関するお問い合わせ先 

西日本シティ銀行 法人ソリューション部 山中・磯

〒812-0011 福岡市博多区博多駅前 1 丁目 3 番 6 号 

TEL 092-476-2747 FAX 092-476-2749



日時 ： ６月３日（火）１３時３０分～１６時３０分

場所 ： 博多リバレイン 博多座・西銀ビル13階
地下鉄「中洲川端」駅直結 〒812-8615 福岡市博多区下川端町2-1 

費用 ： 無料 ※席数に限りがございますのでお早めに御申込ください

（ﾌﾘｶﾞﾅ）
お名前

ご連絡先
電話番号

（合計 名様）

所在地

貴社業種
食品メーカー 食品商社

貴社名

※その他

E-mail

外食関連
（※ご業種をご記入下さい）

（該当に○印を）

主催

●食品表示制度の動向とポイント【50分】

～今後の食品企業の役割とあり方～

㈱トーホービジネスサービス品質保証部

●異物混入対策の新方程式【30分】
～意外と知られていないX線異物検出器の弱点～

㈱アンリツ産機システム
●起きてからでは手遅れです！【30分】

～法的観点からの異物混入対策～

㈱トーホービジネスサービス総務部法務グループ

●教育のオペレーション（施行）ポイント【15分】

～実効教育の進め方～

㈱トーホービジネスサービス営業部

食品業界 経営者、品質管理専門家対象

「食の安心ポイントセミナー」
～食品表示制度、異物混入対策、食を取り巻く法律など～

本申込書に記載いただく企業情報及び個人情報については、今回のセミナーに関するご連絡・運営や今後開催する
セミナーのご案内に使用し、ご本人の承諾がない限り、その他目的以外の使用・主催者以外の第三者への提供をす
ることはありません。

【企業情報及び個人情報の取扱について】

◆お申し込み・お問い合わせ
下記にご記入のうえFAXまたは郵送にてご提出ください。
西日本シティ銀行 法人ソリューション部 山中・磯
〒812-0011福岡市博多区博多駅前1丁目3番6号
TEL 092-476-2747 FAX  092-476-2749

◆お申し込み締切：平成26年5月30日（金）
※締切前でも定員に達し次第、受付終了とさせていただきます。


